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評価項目及び加点方法の事例
（事例１）Ａ 市

ａ）概要

ｂ）発注者別評価点の評価項目・加点状況

工事内容に関する評価項目と社会性を評価する評価項目を幅広く評価している。
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（事例２）Ｂ 市

ａ）概要

ｂ）発注者別評価点の評価項目・加点状況

発注者別評価点のウエイトが比較的高い（実績ベースで約20％）。工事成績の

みならず工事実績も勘案するほか、社会貢献についてきめ細かい項目を設けて

発注者別評価を行っている。
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（事例３）Ｃ 市

ａ）概要

ｂ）発注者別評価点の評価項目・加点状況

工事成績評定について全体の平均点と個別工事ごとの成績の両方を活用してき

め細かく行っている。
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（事例４）Ｄ 町

ａ）概要

ｂ）発注者別評価点の評価項目・加点状況

小規模自治体が、土木一式工事を行う管内業者のみを対象として発注者別評価

を行っている。



資格審査マニュアル発注者別評価点の活用による

83

参
考
資
料



参考資料 1

84

参
考
資
料

（事例５）Ｅ 市

ａ）概要

ｂ）発注者別評価点の評価項目・加点状況

小規模自治体が、都道府県が行った工事成績評定を活用して発注者別評価を行

っている。
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〇〇市建設工事入札参加資格審査要綱

（目的）

第１条　この要綱は、○○市が執行する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入

札」という。）に参加しようとする者の資格を審査（以下「資格審査」という。）するため必要な

事項を定めるものとする。

（参加資格）

第２条　建設工事の競争入札に参加しようとする者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当す

るものでないこととする。

（審査項目）

第３条　資格審査は、次に掲げる項目について実施するものとする。

（１）客観的事項

参考資料 2

発注者別評価点の活用による資格審査書類のひな形
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法第27条の23に規定する経営事項審査結果

（２）発注者別評価項目

ア　工事成績

イ　工事実績

ウ　技術職員数

エ　建設業労働災害防止協会への加入

オ　○○市優良建設工事表彰

カ　ＩＳＯ9000シリーズの認証取得

キ　災害発生時等の緊急対応への協力

ク　本店所在地

ケ　入札参加資格停止措置の有無

コ　新分野進出

サ　合併又は営業譲渡

シ　ＩＳＯ14000シリーズの認証取得

ス　エコアクション21の認証取得

（審査基準日）

第４条　審査は、原則として当該年度の1月1日（以下「審査基準日」という。）を基準として行う。

（総合点数）

第５条　総合点数は、客観的事項について算定した点数（以下「客観点数」という。）に、発注者

別評価項目について算定した点数（以下「発注者別評価点数」という。）を加えて算定するもの

とする。

（客観点数）

第６条　客観点数は、入札参加希望業種ごとの建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」と

いう。）第27条の29に規定する総合評定値とする。
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（発注者別評価点数）

第７条　発注者別評価点数は、次の各項目により算定した点数の合計とする。
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（資格審査の実施）

第８条　資格審査は、2年に1回実施する（以下「定期審査」という。）とともに、定期審査実施の

各翌年度に追加の申請に係る審査（以下「追加審査」という。）を実施するものとする。

（資格審査申請の方法）

第９条　建設工事の競争入札に参加しようとする者は、申請書（様式は別に定める。）に必要な書

類を添付し○○市長に提出しなければならない。

２　申請書等の提出時期及び提出方法については、別途告示することとする。

（資格認定）

第１０条　市長は、○○市建設工事等入札参加資格審査会（以下「審査会」という。）の意見を徴し、

申請者の資格の認定を行い、通知する。
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（認定期間）

第１１条　資格認定の有効期間については、当該年度の資格認定の日から翌々年度の資格認定の日の

前日までとする。

２　追加審査による資格認定の有効期間については、追加の資格認定の日から翌年度の資格認定の

日の前日までとする。

（認定の取消し）

第１２条　市長は、資格認定された者が参加資格を欠くこととなった場合は、速やかに審査会の意見

を徴し、その資格認定を取り消すことができる。ただし、（参加資格）の眩に該当するに至った

者については、この限りではない。

（資格の再審査）

第１３条　資格認定された者が審査基準日以降に次の各項目に該当するに至った場合は、事実発生後

30日以内に資格の再審査を申請することができる。

ただし、 眄についてはこの限りではない。
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２　資格認定された者が審査基準日以降に次の各項目に該当するに至った場合は、事実発生後30

日以内に再審査を申請しなければならない。

（資格の承継）

第１４条　資格認定された者で営業の同一性を失うことなく組織変更を行った者又は資格認定された

者から営業譲渡を受けた者等は、その資格を承継できるものとする。

（変更等の届出）

第１５条　資格認定された者は、申請書の内容（資格の再審査に係る事項を除く）に変更があったと

きは、法第11条に係る変更届等の提出をもってこれに代えることができる。

（格付）

第１６条　資格認定された者に対する格付については、別表のとおりとする。

（認定資格の公表）

第１７条　入札参加資格審査制度の透明性の一層の向上を図るため、資格認定結果の内容を○○市ホ

ームページを通じて公表するものとする。
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格付基準

別表
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※発注者別評価点数等一覧表に添付する様式と書類

以下の書類を添付して下さい。

①国税

所轄税務署が発行する納税証明書（法人の場合、様式その3の3（法人税と消費税及び地方消費

税について未納税額がない証明）個人事業主の場合、様式その3の2（申告所得税と消費税及び地

方消費税について未納税額のない証明））。

②都道府県税

都道府県税事務所が発行する都道府県税の納税証明書。

③市区町村民税

市区町村が発行する法人市民税、固定資産税等の納税証明書。

工事成績評点一覧表（様式1）と○○市発注工事経歴書（様式2）を添付して下さい。

技術者雇用状況報告書（様式3）を添付して下さい。

建設業労働災害防止協会加入証明書の写しを添付して下さい。

○○市優良建設工事表彰の表彰状を添付して下さい。

財団法人日本適合性認定協会（ＪＡＢ）又はＪＡＢと相互認証している認定機関に認定されてい

る審査登録機関が発行する登録証及び付属書（日本語版）の写しを添付して下さい。

７ 災害発生時の緊急対応への協力

○○協会が発行する防災活動従事証明書（様式4）を添付して下さい。

８ 本店所在地

商業登記簿謄本または登記事項証明書を添付して下さい。

１０ 新分野進出の有無

新分野進出に関する事業概要書（様式5）を添付して下さい。併せて、①株主総会又は取締役会

の議事録の写し、②新分野に進出したことが客観的に判断できる資料（新聞、広報誌、写真等）、

１　税の未納の有無

２　市工事の有無

３　技術職員数

４　建設業労働災害防止協会への加入

５　○○市優良建設工事表彰の有無

６　ISO9000 シリーズの認証取得の有無

７　災害発生時の緊急対応への協力

８　本店所在地

９　新分野進出の有無
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③500万円以上を支出したことを証明する書類の写し（固定資産台帳、領収書・振込通知書、契約

書等）を添付して下さい。

合併等に関する申告書（様式6）を添付して下さい。併せて、契約書等建設業法の許可を受けて

いる者と合併し又は建設業法の許可を受けている者から営業譲渡を受けたことを証明する書面の写

しを添付して下さい。

財団法人日本適合性認定協会（ＪＡＢ）又はＪＡＢと相互認証している認定機関に認定されてい

る審査登録機関が発行する登録証及び付属書（日本語版）の写しを添付して下さい。

エコアクション21の認証取得を証明する認証・登録証等の写しを添付して下さい。

１０　合併等の有無

１１　ISO14000 シリーズの認証取得の有無

１２　エコアクション21 の認証取得の有無
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【様式１ 】
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【様式２ 】
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【様式３ 】
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【様式４ 】
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【様式５ 】
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【様式６ 】





　


